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一
般
質
問
　
玉
城
　
勇 

議
員

   

問

町
内
に
65
歳
以
上
で
無
年
金

で
あ
る
住
民
は
何
人
い
る
か
。

副
町
長 

平
成
27
年
３
月
末
現

在
、
本
町
の
65
歳
以
上
人
口
は

５
７
０
６
人
で
あ
る
。
老
齢
者
年

金
受
給
者
が
５
５
２
８
人
で
あ
る
。

そ
の
差
の
１
７
８
人
が
無
年
金
者

と
推
測
さ
れ
る
。

問 

無
年
金
者
対
策
を
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
か
。

副
町
長 

将
来
無
年
金
者
と
な
ら

な
い
よ
う
、
日
本
年
金
機
構
で
は

受
給
資
格
期
間
を
25
年
か
ら
10
年

と
な
る
よ
う
法
律
改
正
が
予
定
さ

れ
て
い
る
。

①
過
去
10
年
以
内
の
年
金
保
険
料

を
納
付
で
き
る
後
納
制
度

②
60
歳
か
ら
70
歳
未
満
ま
で
加
入

で
き
る
任
意
加
入
制
度

③
経
済
的
理
由
に
よ
り
納
付
困
難

な
方
へ
の
保
険
料
免
除
制
度

④
若
年
者
納
付
猶
予
制
度

⑤
失
業
に
よ
る
特
例
免
除

　

こ
れ
ら
の
制
度
を
整
備
し
て
対

策
を
講
じ
る
。
町
民
へ
の
周
知
が

重
要
だ
と
認
識
し
て
い
る
。

問 

年
齢
が
上
が
る
と
と
も
に
生

活
困
窮
者
は
増
加
し
て
い
く
。
救

済
対
策
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
か
。

副
町
長 

平
成
27
年
４
月
１
日
か

ら
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
が
施

行
さ
れ
た
。
第
２
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー

ネ
ッ
ト
を
充
実
強
化
す
る
も
の
で

あ
る
。
福
祉
事
務
所
、
設
置
自
治

体
が
自
立
支
援
機
関
を
設
置
し
、

就
労
や
そ
の
他
自
立
に
関
す
る
相

談
支
援
等
を
実
施
し
て
い
く
。

入
園
の
臨
時
的
借
置
を

問 

転
入
者
が
児
童
の
保
育
園
入

園
を
希
望
し
て
も
町
立･

法
人
保

育
園
に
入
園
で
き
な
い
こ
と
が
多
い
。

臨
時
的
処
置
で
半
年
ほ
ど
の
入
園

を
可
能
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

副
町
長 

平
成
27
年
９
月
１
日
時

点
で
の
待
機
児
童
数
は
１
９
３
人
、

昨
年
の
同
月
に
比
べ
68
人
増
で
あ
る
。

空
き
が
出
れ
ば
、
随
時
案
内
し
て

い
る
。
臨
時
的
処
置
に
一
時
保
育

が
あ
る
が
満
杯
の
状
態
で
あ
る
。

問 

南
風
原
町
は
生
活
の
利
便
性

が
非
常
に
良
く
転
入
者
も
増
え
て

い
る
。
取
組
は
遅
れ
て
い
な
い
か
。

民
生
部
長 

子
ど
も
・
子
育
て
支

援
新
制
度
に
基
づ
く
計
画
を
当
初

の
予
定
よ
り
前
倒
し
で
取
り
組
ん

で
い
る
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
不
着
恐
れ
は

問 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
の
不
着

が
あ
る
場
合
、
ど
う
対
応
す
る
か
。

副
町
長 

郵
便
物
の
返
戻
や
居
住

実
態
が
不
明
な
場
合
は
実
態
調
査

を
し
、
不
着
に
な
ら
な
い
よ
う
努

め
る
。

玉城　勇 議員

生活困窮者対策は
どうなっているか　　　　
答　各種制度を町民に周知していく

制度改正の全体像

社会保険制度
労働保険制度

生活困窮者対策
（新たなセーフティネット）

求職者支援制度

生活保護
（制度、基準の見直し）

第
１
の
ネ
ッ
ト

第
２
の
ネ
ッ
ト

第
３
の
ネ
ッ
ト

軽　

困
窮
の
度
合
い　

重


